
鳥インフルエンザ防疫対策緊急会議

令和７年２月７日（金）

新潟県庁 西回廊講堂

新潟県農林水産部畜産課
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今シーズンの高病原性鳥インフルエンザ
の発生状況について
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※ 農林水産省HPより引用
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※ 農林水産省HPより引用
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過去シーズンとの発生状況の比較（２月～シーズン終盤の発生状況）
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○ ２月中は発生がやや少ない傾向がみられるものの、３月以降は本県を含め国内の広い範囲で発生している。
（平成26年度；熊本県、平成28年度；宮城県・千葉県、令和２年度；栃木県、
令和４年度；福岡県・新潟県・岩手県・青森県・北海道、令和５年度；広島県・千葉県）

○ これから渡り鳥の北帰行が本格化するなど、県内での発生リスクが高まると考えられる。

○ 近年、家きんでは４月に入っても発生が確認されており、５月の大型連休頃まで対策の徹底が必要。

２月 ３月 ４月 ２月 ３月 ４月
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※令和7年1月20日開催
令和6年度鳥インフルエンザ防疫対策緊急全国会議資料より
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今シーズンの疫学調査報告書等における発生予防・まん延防止のポイント

１ 例外のない入場者の衛生対策

• 発生農場が稲作を営んでおり、鶏舎の飼養管理と平行して水田で作業した後に衣服の交
換等が行われていなかった事例がみられた

→鶏舎外での作業後や、小規模養鶏場等で他の作業を並行して行う場合なども含め、
衛生管理区域や鶏舎内に入る際には衣服・長靴の交換、手指消毒を徹底することが重要

２ 異状の早期発見・早期通報の重要性

• 異状発見時の早期通報が行われたと考えられる事例（通常1日4羽程度の死亡→直近の死
亡羽数が14羽→17羽→28羽と増加）では、発生鶏舎に隣接して別の養鶏場があったが、
続発は認められなかった

→周辺へのウイルス拡散防止の観点からも早期発見・早期通報が重要

• 誘導換羽中の鶏舎で発生し、異状の発見が遅れた可能性がある事例がみられた

→誘導換羽中は異状を見落としやすい点に留意して毎日の健康観察を行うことが重要
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県内における本病発生予防のための
取組強化事例について

11



県全体での発生予防の取組状況

１ 発生予防対策

(1)全養鶏場への県の立入検査による衛生対策指導

（野生動物侵入防止対策、飼養衛生管理基準遵守の確認・指導）

(2)ため池での水抜き（野鳥飛来防止対策）等

４か所で水抜きを実施、

池のある公園での靴底の消毒

(3)大型農業用ため池での
レーザー照射装置の設置
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水抜き前 水抜き後



２ 県内での高病原性鳥インフルエンザ発生を受けて実施した新たな対策

(1)小規模養鶏場に対し、飼養衛生管理の再徹底を確認・指導

(2)これまでの飼養衛生管理に加え、未発生養鶏場が独自に実施している対策事例を共有し、
各養鶏場が追加で対策を実施するよう、指導文書を発出

(3)100羽以上を飼養する養鶏場への消毒命令を発出、消石灰の配布実施
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県全体での発生予防の取組状況



１ カラス対策
・テグス、防鳥ネット等の設置（34農場）

・バードパンチャー、トリサッタ等の設置（19農場）

・携帯型レーザー装置による追い払い（2農場）

２ 鶏舎周囲への散水・消毒液散布
・週1～2回、鶏舎周囲と入気口に消毒液を散布（17農場）

３ 入気口等へのフィルター・細霧装置等の設置
・不織布フィルターやウイルス不活化成分（二酸化塩素）を含むシートを設置（8農場）

・細霧装置の設置（又は設置予定）（6農場）

４ 近隣農場で本病の発生が確認された場合、防疫措置関連車両の運行経
路と、自農場の車両の運行経路が重ならないように調整
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各養鶏場での発生予防の取組状況（令和７年1月末時点）



今シーズンは令和４年シーズンに匹敵するペースで発生が続いており、5月
の大型連休頃まで対策の徹底をお願いします。

・例外のない入場者の衛生対策（衣服・長靴の交換、手指消毒）

・地域におけるまん延防止のため、早期発見・早期通報（空振りでも）

・カラス対策、鶏舎周囲への散水・消毒液散布、入気口等へのフィルター・
細霧装置等の設置の事例を参考に、各養鶏場で実施可能と考えられる追加
対策
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養鶏事業者の皆様へ
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